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1 ＜今回の系統ＷＧにおける算定内容（１）＞ 

 太陽光の接続可能量 

  【算定内容１】 
 昨年と同様に，風力１００万ｋＷを前提とし，２０１５年度算定値を算定 

 風力の接続可能量 

  【風力の制御方法】 
 風力の接続可能量の算定にあたり，以下の制御方法を想定 

     ・ケース① ： 現行制度に基づく出力制御（旧ルールの風力は輪番停止） 

     ・ケース② ： 第６回系統ＷＧで風力発電協会殿からご提案頂いた出力制御方法※  

を採用 

               ※既設も含めた全ての風力に新ルールを適用し，年間の出力制御時間                           
を部分制御考慮時間（制御時間に制御率を乗じた管理値）で管理 

  【算定内容２】 
 今回の算定条件で，２０１５年度算定値を算定（太陽光２０１４年度算定値を前提） 

  【算定内容３】 
 今回の算定条件で，２０１５年度算定値を算定（太陽光２０１５年度算定値を前提） 

  【算定内容４】 
 昨年の算定条件で，２０１４年度算定値を算定（太陽光２０１４年度算定値を前提） 



2 ＜今回の系統ＷＧにおける算定内容（２）＞  

 太陽光の接続可能量に関する具体的な算定内容は，下表のとおり 

今回（２０１５年度算定値） 昨年（２０１４年度算定値） 

風力 
（前提） 

旧ルール：４７万ｋＷ 
新ルール：５３万ｋＷ 

１００万ｋＷ 
（全て旧ルール） 

太陽光 
（算定結果） 

  旧ルール：４７０万ｋＷ 
新ルール：算定の対象  

５５８万ＫＷ 
（全て旧ルール） 

【算定内容１】 ２０１５年度算定値の算定 



3 ＜今回の系統ＷＧにおける算定内容（３）＞  

 風力の接続可能量に関する具体的な算定内容は，下表のとおり 

今回（２０１５年度算定値） 昨年（２０１４年度算定値） 

風力 
（前提） 

旧ルール：４７万ｋＷ 
新ルール：算定の対象 

算定の対象外 
太陽光 

（算定結果） 
 旧ルール：４７０万ｋＷ 
 新ルール： ８８万ｋＷ  

【算定内容２】 ２０１５年度算定値の算定（太陽光は２０１４年度算定値を前提） 

今回（２０１５年度算定値） 昨年（２０１４年度算定値） 

風力 
（算定結果） 

旧ルール：４７万ｋＷ 
新ルール：算定の対象 

算定の対象外 
太陽光 
（前提） 

 旧ルール：４７０万ｋＷ 
 新ルール：１９０万ｋＷ  

【算定内容３】 ２０１５年度算定値の算定（太陽光は２０１５年度算定値を前提） 

今回（２０１４年度算定値） 昨年（２０１４年度算定値） 

風力 
（算定結果） 

旧ルール：４７万ｋＷ 
新ルール：算定の対象 

算定の対象外 
太陽光 
（前提） 

５５８万ｋＷ 
（全て旧ルール） 

【算定内容４】 ２０１４年度算定値の算定（太陽光は２０１４年度算定値を前提） 



4 １－１．接続可能量算定のフロー 

ステップ１ 
 接続可能量算定の検討断面の設定（評価対象とする時点の決定） 

ステップ２ 
 検討断面における需要の設定 

ステップ３ 
 検討断面における出力の設定（一般水力，原子力） 

ステップ４ 
 再エネの導入量に応じた出力の想定 

ステップ５ 
 現状制度における需給解析 
 （火力の抑制，揚水運転，再エネ出力制御の反映等） 

接続可能量 



5 
１－２． 接続可能量の算定イメージ  

 １年間の需給バランスを作成し，再エネを導入した場合のｋＷ制約およびｋＷｈ制約を  
確認（揚水動力は最大限活用） 

【ｋＷ制約】 下げ代が確保できること 

【ｋＷｈ制約】揚水発電所の上池容量の範囲内で運転可能であること 

        （休日の揚水分を平日に発電する週間運用を考慮） 

＜１日の需給バランスのイメージ＞ 
【ｋＷ制約】 
需要を上回る再エネ出力が揚水動力以下か 

【ｋＷｈ制約】 
 揚水した上池の水を発電に 
 より下池へ降ろせるか 

週間揚水イメージ 

上
池

の
水
位

 上池容量の上限 



6 １－３．今回と昨年の算定条件の比較（１）  

 今回のＷＧと昨年のＷＧの算定条件の比較は，下表のとおり 

項目 小項目 今回（２０１５年度算定値） 昨年（２０１４年度算定値） 

ステップ１ 検討断面 １年間（２４時間×３６５日＝８，７６０時間） 

ステップ２ 需要 
２０１４年度発受電端需要実績 
（太陽光余剰契約の自家消費分を加算） 

２０１３年度発受電端需要実績 
（太陽光余剰契約の自家消費分を加算） 

ステップ３ 
供給 

（ベース） 

原子力 
既設設備（島根２，３号） 
（利用率は震災前３０年平均を採用）    

既設設備（島根１，２，３号） 
（利用率は震災前３０年平均を採用）  

一般水力 震災前３０年平均（調整可能な水力は抑制・停止） 

地熱 該当なし 

ステップ４ 再エネ出力 

風力 
２０１４年度実績（風力発電量や日射量）
に基づく風力・太陽光の合成利用率を採用 
・各月・各時間帯の２σ値（晴天時） 
・各月・各時間帯の平均値（曇天：雨天時） 
ただしkWh制約検討時には日利用率を採用 

２０１３年度実績（風力発電量や日射量）
に基づく風力・太陽光の合成利用率を採用 
・各月・各時間帯の２σ値（晴天時） 
・各月・各時間帯の平均値（曇天：雨天時） 
ただしkWh制約検討時には日利用率を採用 

太陽光 

バイオマス 
小水力 

今後見込まれる量も含む（2015年1月の省令
改正に伴う出力制御ルールの見直しを反映） 

今後見込まれる量も含む 

ステップ５ 回避措置 

火力 
・ＬＦＣ２％確保 
・高需要期において潮流調整のために運転が必要な発電機やＢＯＧ消費を考慮 
・供給力として必要のない域外の電発火力は受電ゼロ 

揚水 
・俣野川・南原は５台／６台（長期作業・計画外停止を考慮），新成羽川は全台考慮 
・最大電源脱落時に対応できる上池容量を確保 

再エネ 
出力制御 

・2015年1月の省令施行日以前の申込には旧
ルールを適用（50kW未満は猶予期間あり） 
・それ以降の申込には新ルールを適用 

・風力・太陽光ともに旧ルールを適用 



7 １－３．今回と昨年の算定条件の比較（２）  

 需要や設備容量・利用率に関する具体的な算定条件の比較は，下表のとおり 

 発受電端需要は，昨年の算定条件に比べ２％程度減少（年間の平均電力▲１５万ｋＷ） 

今回（２０１５年度算定値） 昨年（２０１４年度算定値） 

発受電端需要（年間） 
６３１億ｋＷｈ 

（年間の平均電力７２０万ｋW） 
６４４億ｋＷｈ 

（年間の平均電力７３５万ｋW） 

原子力 

設備量 ２１９．３万ｋＷ   ２６５．３万ｋＷ 

利用率 ７９．６％ ７６．１％ 

供給力 １７４．６万ｋＷ ２０１．９万ｋＷ 

一般水力※ 設備量 １００．８万ｋＷ １０１．０万ｋＷ 

バイオマス 

設備量 １９３．８万ｋＷ ９７．１万ｋＷ 

利用率 ２７．３％ ５２．５％ 

供給力 ５３．０万ｋＷ ５１．０万ｋＷ 

小水力 

設備量 ６．２万ｋＷ ２．９万ｋＷ 

利用率 ５８．１％ ５５．２％ 

供給力 ３．６万ｋＷ １．６万ｋＷ 

火力 設備量 １０８２．３万ｋＷ 

※ 一般水力の供給力はｐ：８に記載 



8 【ステップ１，２】 検討断面の設定と検討断面における需要設定 

検討断面は，昨年度（２０１４年度）の８７６０時間（２４時間×３６５日） 
需要は，自社の発受電端需要実績に太陽光余剰契約の自家消費分を加算 

＜２０１４年度 １３時の発受電端需要（太陽光余剰契約の自家消費分を加算）＞ 

（万kW） 

1,200 

1,100 

1,000 

900 

800 

700 

600 

500 
4/1    5/1    6/1    7/1    8/1    9/1    10/1  11/1  12/1   1/1    2/1    3/1 

ゴールデンウィーク 

軽負荷期 軽負荷期 軽負荷期 

年末年始 

軽負荷期 

【最小需要日※】 
  ５月１１日（日）５５９万ｋＷ 

※ ＧＷを除く４月～５月の晴れた休日のうち１３時需要（１２～１３時１時間平均）が最も小さい日 



9 【ステップ３】 検討断面における出力設定（一般水力） 

一般水力の出力は，平水（震災前過去３０年間の平均水量） 
調整池式は，太陽光が発電する昼間帯において可能な限り出力を抑制 

※１ ＧＷを除く４月～５月の晴れた休日のうち１３時需要（１２～１３時１時間平均）が最も小さい日 

一般水力 

（万ｋＷ） 
備考 

最小需要日※１ 

１３時の供給力 
（２０１４年５月１１日） 

流れ込み式   １１．４ 
震災前過去３０年間の平均水量 
出水率：４３．７％ 

調整池式   １９．７ 
灌漑・工業用水等の責任放流に
必要な最低限の出力値 

貯水池式     ０ 

合 計  ３１．１ 

設備容量※２ 

流れ込み式  ２６．１ 

調整池式  ７３．２ 昨年のWGから▲０．２ 

貯水池式   １．５ 

合 計 １００．８ 

※２ ２０１５年８月末時点の導入量に見直し 



10 【ステップ３】 検討断面における出力設定（原子力・地熱） 

原子力の出力は，震災前過去３０年（運開後３０年経過していない島根２号は運開後の
期間）の利用率の平均を設備容量に乗じた値 

地熱の導入実績および申込実績なし 

原子力 

（万ｋＷ，％） 
備考 

供給力（万ｋＷ） １７４．６ 設備容量×利用率 

設備容量（万ｋＷ） ２１９．３ 
島根２号（ ８２．０） 
島根３号（１３７．３） 

利用率（％）  ７９．６ 
島根２号：運開年度の１９８８年度～２０１０年度 
島根３号：島根２号の利用率を採用 



11 【ステップ４】 検討断面における再エネ出力想定（風力） 

風力の出力想定 
既設の風力（特別高圧連系）の出力実績をもとに，設備容量に対する出力比率を算出 

太陽光接続可能量の算定時は，風力の導入想定量を１００万ｋＷ（接続可能量） 
導入想定量に出力比率を乗じて風力の出力を想定 

○出力データ評価 
発電出力を計測している特別高圧連系で 
２，０００ｋＷ以上の実績値をもとに評価 

サンプル数 設備容量 採用期間 
１１箇所 ２８．２万ｋＷ ２０１４年度 

○対象箇所（サンプル箇所：  ） 



12 【ステップ４】 検討断面における再エネ出力想定（太陽光） 

太陽光出力の想定 

分散型新エネルギー大量導入促進系統安定対策事業（ＰＶ３００）の中国地方測定地
点（２０地点）と気象庁（３地点）の日射量実測データから地区ごとの太陽光出力を想定 

各地区の太陽光出力を合成し，中国エリアの太陽光出力を想定 

今後の接続量は，２０１５年８月末実績の各県の設備量に比例すると仮定 

ＰＶ３００の観測地点数：● 

松江市 

山口市 下関市 

萩市 

浜田市 

出雲市 
米子市 

鳥取市 

広島市 

呉市 周南市 

東広島市 

尾道市 

福山市 

三次市 

津山市 

岡山市 

倉敷市 

柳井市 

笠岡市 

気象庁の観測地点数：▲ 

山口 島根 広島 鳥取 岡山 
５ ３ ６ ２ ４ 

山口 島根 広島 鳥取 岡山 
１ １ １ ０ ０ 



13 【ステップ４】 検討断面における再エネ出力想定（太陽光）イメージ 

測定地点データおよび市町村別の導入実績から各県別と中国エリア全体の出力を想定 

測 
定 
地 
点 

県 
別 

中 
国 
エ 
リ 
ア 

山口県 島根県 広島県 鳥取県 岡山県 

山口県 島根県 広島県 鳥取県 岡山県 

中国エリア 



14 【ステップ４】 検討断面における再エネ出力想定（天候考慮） 

①晴と②曇・雨の分け方 
 太陽光発電出力が，①月平均を上回っている場合を晴 
                ②  〃  下回っている場合を曇・雨 とする 

再エネの出力想定 
  ・晴    ：太陽光・風力の合成出力の２σ値相当 
  ・曇・雨 ：太陽光・風力の合成出力の月平均値 

（万kW） ＜太陽光・風力の出力イメージ（５月１３時）＞ 

想定出力 

合成２σ値相当（晴） 

合成平均（曇・雨） 

太陽光平均（曇・雨） 

曇 
・ 
雨 

（日） 5日         10日         15日         20日          25日         30日 

600 

500 

400 

300 

200 

100 

0 

曇 
・ 
雨 

曇 
・ 
雨 

曇 
・ 
雨 

曇 
・ 
雨 



15 【ステップ４】 検討断面における再エネ出力想定（バイオマス・小水力） 

接続見込量※２（万ｋＷ） 利用率（％） 供給力（万ｋＷ） 

バイオマス １９３．８ ２７．３※３ ５３．０ 

小水力      ６．２ ５８．１  ３．６ 

合計 ２００．０ － ５６．６ 

バイオマス発電の織込みの考え方は昨年のＷＧと同様であり，接続検討・事前相談等の
実績や２０１５年１月の省令改正に伴う出力制御ルールの見直し※１を反映 

中国地方は他地方に比べて民有林が広範囲に分布しており，木材の利用が比較的容易
であることから，ＦＩＴ制度施行以降，バイオマス発電の申込みが増加しているため，接続
見込量を小水力と合わせて２００万ｋＷと想定 

利用率については，地域型を除くバイオマスを停止と想定し，２７．３％と想定 

※１ ２０１５年１月の省令改正により定められたバイオマスの出力制御順位 

    ①化石燃料混焼（地域型バイオマスは除く） 
    ②バイオマス専焼（地域型バイオマスは除く） 
    ③地域型バイオマス（燃料貯蔵の困難性，技術的制約等により出力制御が困難な場合は出力 

制御の対象外） 
※２ ２０１５年８月末時点の導入見込量に見直し 

※３ 今後，※１の①～③のバイオマスがそれぞれ１／３ずつ導入され，①，②は余剰発生時に停止， 
③は利用率８０％と想定 



16 【ステップ５】 回避措置（火力発電の抑制）（１） 

火力発電（自社・他社）については，再エネを含めた需給変動を調整する観点から，下記 

の内容を考慮し，安定供給に支障の無い範囲で，停止または最低限必要な出力まで抑制 
その結果，再エネの出力制御を行う日は，域外の電発火力およびＩＰＰ火力は停止 

  【考慮事項】 
ＬＦＣ調整力として需要の２％を確保 
ＬＮＧについては，ＢＯＧ（Boil off Gas）消費のために必要な発電機を運転 
潮流調整が必要な場合，当該系統に接続する発電機を運転 
再エネの供給力がＬ５相当でもピーク需要に対応可能な供給力を確保 
 （並列火力は経済的なユニットを選定） 
生産に伴う副生ガスによる発電分は受電（共同火力） 

 
最小需要日※（２０１４年５月１１日）１３時の火力発電の出力は次ページのとおり 

※ＧＷを除く４月～５月の晴れた休日のうち１３時需要（１２～１３時１時間平均）が最も小さい日 



17 【ステップ５】 回避措置（火力発電の抑制）（２） 

 自社火力発電の設備仕様と最小需要日（２０１４年５月１１日）１３時の出力 

自社火力 ２０１４年５月１１日１３時の出力 

発電所 燃料種別 認可出力 最低出力 （参考）ＬＦＣ最低 出力 備考 

玉島 
２ 

石油 

３５ １０．５ １２ ０ － 

３ ５０ １２．５ １５ ０ － 

岩国 
２ ３５ ７ ９ ０ － 

３ ５０ ９ １２．５ ０ － 

下松 ３ ７０ ２１ ２１ ０ － 

下関 ２ ４０ ８ １０ ０ － 

水島 １※1 

ＬＮＧ 
（ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ） 

２８．５ １６ １６ ２０．２ ＬＦＣ調整力（４．２） 

柳井 

１ 12.5×6機※２ 5.5×6機 8×6機 ０ － 

２※1 19.8×4機※２ 8×4機 12×4機 １５．５×２機 
ＬＦＣ調整力 
（３．５×２機） 

水島 ３ ＬＮＧ 
（ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾅﾙ） 

３４ １０．５ １４ ０ － 

玉島 １ ３５ １０．５ １２ ０ － 

三隅 １ 

石炭 

１００ ３０ ３０ ３０ 最低 

水島 ２ １５．６ ６．３ ６．３ ０ － 

新小野田 
１ ５０ １５ １５ ０ － 

２ ５０ １５ １５ １５ 最低 

下関 １ １７．５ ９ ９ ０ － 

【単位：万ｋＷ】 

※１ ＢＯＧ消費のため運転が必要な発電機  
※２ 認可出力は，１号系列・２号系列の合計で１４０万ｋＷ   



18 【ステップ５】 回避措置（火力発電の抑制）（３） 

 他社火力発電の設備仕様と最小需要日（２０１４年５月１１日）１３時の出力 
【単位：万ｋＷ】 

電源開発の火力発電所 ２０１４年５月１１日１３時の出力 
発電所 燃料種別 認可出力 当社受電分 当社受電分（最低） 出力 備考 

竹原 
１ 

石炭 

 ２５ ２２．８ １１．４ ０ － 
３  ７０ ６５．３ ３１．１ ３１．１ 最低 

松島 
１  ５０ ２３．４ １１．３ ０ － 
２  ５０ ２３．４ １１．３ ０ － 

松浦 
１ １００ ３７．８ １４．７ ０ － 
２ １００ ３７．７ １２．６ ０ － 

橘湾 
１ １０５ １４．２  ４．７ ０ － 
２ １０５ １４．２  ４．７ ０ － 

【電源開発の火力発電所】 

IPP火力 ２０１４年５月１１日１３時の出力 
発電所 燃料種別 最大受電 当社受電分（最低） 出力 備考 

宇部興産 
石炭 

１９．５ ４ ０ － 
三菱レイヨン ４ １．２ ０ － 

【ＩＰＰの火力発電所】 【単位：万ｋＷ】 

  共同火力 ２０１４年５月１１日１３時の出力 
発電所 燃料種別 最大受電 当社受電分（最低） 出力 備考 
福山 

副生ガス／石油 
４０．２ １１．８  １１．８ 副生ガス 
２９．２  ０  ０ 副生ガス 倉敷 

【共同火力】 【単位：万ｋＷ】 



19 【ステップ５】 回避措置（揚水式水力の活用） 

補修作業・計画外停止を考慮し，揚水１台（３０万ｋＷ）の停止を前提に，揚水動力を最大 
１７１万ｋＷ織込み（２０１万ｋＷ－３０万ｋＷ） 

揚水の活用にあたっては，以下の制約を考慮 

【ｋＷ制約 】 下げ代が確保できること 
【ｋＷｈ制約】 上池容量の範囲内で運転可能であること 
         （休日の揚水分を平日に発電する週間運用を考慮） 

設備仕様 備考 

発電出力合計（万kW） ２１２ 

揚水動力合計（万kW） ２０１ 

揚水動力換算容量（万ｋＷｈ） １，６８７ 
俣野川  ：１，１７０万ｋＷｈ÷３０万ｋＷ＝３９時間 
南原    ：  ４５０万ｋＷｈ÷３０万ｋＷ＝１５時間 
新成羽川：   ６７万ｋＷｈ÷ ７万ｋＷ＝ ９時間 

設備仕様の内訳（万ｋＷ） 
（発電出力／揚水動力） 

俣野川１Ｇ～４Ｇ （３０ / ３０） 
南原１Ｇ～２Ｇ   （３１ / ３０） 
新成羽川１Ｇ       （７．７ / 発電専用），２Ｇ～４Ｇ（７．６ / ７） 

揚水稼働台数 

稼働台数／全台数 俣野川・南原：５台／６台，新成羽川：３台／３台 
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出力（万ｋＷ） 
１３時 ２０時 

自社火力 

石油   ０   ０ 
ＬＮＧ  ５１  ５３ 
石炭  ４５  ６０ 
計  ９６ １１３ 

他社火力 

地内電発  ３１  ３１ 
域外電発   ０   ０ 
共同火力  １１  １１ 

ＩＰＰ   ０   ０ 
計  ４２  ４２ 

再エネ 

合成２σ値相当 ５４３  ３２ 
（太陽光） （５３８） （  ０） 
（風力） （ ５） （ ３２） 
一般水力  ３１  ７０ 

地熱   ０   ０ 
バイオマス  ５３  ５３  
小水力   ４   ４  

計 ６３１ １５９ 

１－４．太陽光接続可能量の算定結果と昼間最小需要日の需給バランス 

【算定内容１】 
太陽光の接続可能量（２０１５年度算定値）を６６０万ｋＷと算定（昨年から１０２万ｋＷ増加） 

出力（万ｋＷ） 
１３時 ２０時 

自家発   ０   ０ 
原子力 １７５ １７５ 
揚水 ▲１７１ １６０ 

再エネ出力制御 ▲２１４   ０ 
合計   ５５９ ６４９ 

＜需給バランスのイメージ＞ 

【最小需要日（２０１４年５月１１日）１３時の需給バランス】 



21 ２－１．風力の接続可能量の算定方法 

【風力の制御方法】 

 風力の接続可能量の算定にあたり，以下の制御方法を想定 

   ケース①：現行制度に基づく出力制御 
   ケース②：日本風力発電協会（ＪＷＰＡ）殿からご提案頂いた出力制御方法 

【算定内容２】 

 今回の算定条件で，２０１５年度算定値を算定（太陽光５５８万ｋＷを前提） 

【算定内容３】 

 今回の算定条件で，２０１５年度算定値を算定（太陽光６６０万ｋＷを前提） 

【算定内容４】 

 昨年の算定条件で，２０１４年度算定値を算定（太陽光５５８万ｋＷを前提） 

風力（旧ルール） 風力（新ルール） 

ケース① 
（現行制度） 日単位の輪番停止 全発電所を一律に時間単位の部分制御 

ケース② 
（ＪＷＰＡ殿提案） 

・全発電所を一律に時間単位の部分制御 
・年間の出力制御時間を部分制御を考慮した管理値※で管理 

【風力の制御方法】 

※部分制御を考慮した管理値 ： 制御時間（ｈ）に制御率（％）を乗じた管理値 
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接続可能量 
（万kW） 

制御日数 
（日） 

制御時間 
（時間） 

部分制御
考慮時間 
（時間） 

制御電力量 
（万kWh） 

発電 
可能量 
（万kWh） 

制御率 
（％） 

ケース①（現行制度） ２４５ 

旧：30日（1日全停止） ４７ ３０ １０，３９０ １０８，６６２ ９．６ 

新：720時間 １９８ １２４ ７２０ ２６，４８５ ４５７，７６６ ５．８ 

ケース②(ＪＷＰＡ殿提案) ３０５ 

旧：720時間 
（部分制御考慮時間） 

４７ 
１４４ ９３６ ７２０ 

９，９６８ １１５，１２４ 
８．７ 

新：720時間 
（部分制御考慮時間） 

２５８ ５４，７１８ ６３１，９５６ 

【風力の接続可能量】 

【算定内容２】 

 今回の算定条件で，２０１５年度算定値を算定（太陽光５５８万ｋＷを前提） 

    ケース①（現行制度）：２４５万ｋＷ   ケース②（JWPA殿提案）：３０５万ｋＷ 

２－２．風力の接続可能量（２０１５年度算定値）の算定結果 
      ～太陽光５５８万ｋＷ（２０１４年度算定値）を前提～ 



23 
２－３．風力の接続可能量（２０１５年度算定値）の算定結果 
      ～太陽光６６０万ｋＷ（２０１５年度算定値）を前提～ 

【算定内容３】 

 今回の算定条件で，２０１５年度算定値を算定（太陽光６６０万ｋＷを前提） 

    ケース①（現行制度）：１０２万ｋＷ   ケース②（JWPA殿提案）：１０９万ｋＷ 

接続可能量 
（万kW） 

制御日数 
（日） 

制御時間 
（時間） 

部分制御
考慮時間 
（時間） 

制御電力量 
（万kWh） 

発電 
可能量 
（万kWh） 

制御率 
（％） 

ケース①（現行制度） １０２ 

旧：30日（1日全停止）  ４７ ３０ － － ８，８９３  ９８，１６４ ９．１ 

新：720時間  ５５ １４９ ７２０ － ５，８８３ １１４，８７３ ５．１ 

ケース②(ＪＷＰＡ殿提案) １０９ 

旧：720時間 
（部分制御考慮時間） 

 ４７ 

１６１ ８２７ ７２０ 

５，７７６ １００，５２２ 

５．７ 
新：720時間 
（部分制御考慮時間） 

 ６２ ７，６１９ １３２，６０３ 

【風力の接続可能量】 
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接続可能量 
（万kW） 

制御日数 
（日） 

制御時間 
（時間） 

部分制御
考慮時間 
（時間） 

制御電力量 
（万kWh） 

発電 
可能量 
（万kWh） 

制御率 
（％） 

ケース①（現行制度） ２０８ 

旧：30日（1日全停止）  ４７  ３０ － － １２，３６８ １１４，４３９ １０．８ 

新：720時間 １６１ １３６ ７２０ － ２５，２２４ ３９２，０１５ ６．４ 

ケース②(ＪＷＰＡ殿提案) ２４８ 

旧：720時間 
（部分制御考慮時間） 

 ４７ 

１５１ ８９５ ７２０ 

 ９，３８９ １１６，０３５ 

８．１ 
新：720時間 
（部分制御考慮時間） 

２０１ ４０，１５４ ４９６，２３５ 

【風力の接続可能量】 

【算定内容４】 

 昨年の算定条件で，２０１４年度算定値を算定（太陽光５５８万ｋＷを前提） 

    ケース①（現行制度）：２０８万ｋＷ   ケース②（JWPA殿提案）：２４８万ｋＷ 

２－４．風力の接続可能量（２０１４年度算定値）の算定結果 



25 参考． ３０日等出力制御枠の扱い（２０１５年度算定値の比較） 

 接続可能量の太陽光・風力が導入された場合，風力の３０日等出力制御枠を拡大する方

が再エネの発電電力量は多いが，再エネの申込状況を踏まえると，風力は接続可能量

に対して余裕がある状況 

（算定内容２） 
太陽光５５８万ｋＷ 

（算定内容３） 
太陽光６６０万ｋＷ 

再エネの申込状況※２ 

接続可能量 

（万ｋＷ） 
発電電力量※1 

（億ｋＷｈ） 
接続可能量 

（万ｋＷ） 
発電電力量※1 

（億ｋＷｈ） 

接続済＋ 
接続契約済 

（万ｋＷ） 

接続検討 
（万ｋＷ） 

合計 

太陽光 ５５８  ７８．１ ６６０  ９４．３ ５１８ ６９２ １，２１０ 

風力 ３０５  ６８．２ １０９  ２２．０  ４７  ２１    ６８ 

合計 ８６３ １４６．３ ７６９ １１６．３ ５６５ ７１３ １，２７８ 

【２０１５年度算定値の比較】 

※１ 出力制御を考慮した年間の発電電力量 
※２ 平成２７年８月末時点の値 



26 参考． 太陽光の接続量・接続申込量 

 平成２７年１０月末の接続済・接続申込済の太陽光は５３１万ｋＷ 

（万ｋＷ） 
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27 参考． 風力の接続量・接続申込量 

 平成２７年１０月末の接続済・接続申込済の風力は４７万ｋＷ 
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47 

 連系可能量：１００万ｋＷ 

 接続済＋接続申込済：４７万ｋＷ 

 空き容量５３万ｋＷ 


	再生可能エネルギーの接続可能量の�算定結果について
	＜今回の系統ＷＧにおける算定内容（１）＞
	スライド番号 3
	スライド番号 4
	１－１．接続可能量算定のフロー
	１－２．　接続可能量の算定イメージ　
	スライド番号 7
	スライド番号 8
	【ステップ１，２】　検討断面の設定と検討断面における需要設定
	【ステップ３】　検討断面における出力設定（一般水力）
	【ステップ３】　検討断面における出力設定（原子力・地熱）
	【ステップ４】　検討断面における再エネ出力想定（風力）
	【ステップ４】　検討断面における再エネ出力想定（太陽光）
	【ステップ４】　検討断面における再エネ出力想定（太陽光）イメージ
	【ステップ４】　検討断面における再エネ出力想定（天候考慮）
	【ステップ４】　検討断面における再エネ出力想定（バイオマス・小水力）
	【ステップ５】　回避措置（火力発電の抑制）（１）
	【ステップ５】　回避措置（火力発電の抑制）（２）
	【ステップ５】　回避措置（火力発電の抑制）（３）
	【ステップ５】　回避措置（揚水式水力の活用）
	１－４．太陽光接続可能量の算定結果と昼間最小需要日の需給バランス
	２－１．風力の接続可能量の算定方法
	２－２．風力の接続可能量（２０１５年度算定値）の算定結果�　　　　　　～太陽光５５８万ｋＷ（２０１４年度算定値）を前提～
	２－３．風力の接続可能量（２０１５年度算定値）の算定結果�　　　　　　～太陽光６６０万ｋＷ（２０１５年度算定値）を前提～
	２－４．風力の接続可能量（２０１４年度算定値）の算定結果
	参考．　３０日等出力制御枠の扱い（２０１５年度算定値の比較）
	参考．　太陽光の接続量・接続申込量
	参考．　風力の接続量・接続申込量

